
様式第１号（第４条関係） 

補 助 金 交 付 申 請 書 

     令和  年  月  日 

 

碧 南 市 長 殿 

           申請者  所   在   地 碧南市松本町２８番地 

                法人名又は商号 株式会社碧南市産業 

代表者肩書・氏名 代表取締役 碧南 太郎 

   （代表者肩書は法人のみに限る） 

電      話 （０５６６）４１－３３１１ 

                担 当 者 氏 名 碧南 次郎 

            

令和  年度において補助事業等を実施するため補助金の交付を受けたいので、下記の

とおり申請します。 

記 

１ 補助事業等の名称 

碧南市中小企業カーボンニュートラル推進支援補助金 

省エネ・再エネ設備の導入に係る事業(省エネ診断等に基づく市独自支援分) 

２ 補助事業等の施行期間及び内容 

事業計画書（別紙１－１）のとおり 

３ 補助金交付申請額 

金      千円(千円未満切捨て) ※事業予算書（別紙２－1）から転記してください。 

４ 添付書類 

（１）中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業計画書（別紙１－１） 

（２）中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業予算書（別紙２－１） 

（３）予算書の金額を証明する見積書等の写し 

（４）市内で事業活動を行っていることが分かる書類 

（５）市税完納証明書 (発行から３０日以内のもの) 

（６）省エネ診断等の結果もしくはＣＯ２削減計画に関する写し 

日付は記入しないで下さい。 

記入しないで下さい。 

法人の方は本社の所在地、個人事業主の方は 

主たる事業所の所在地を記入してください。 

記入しないで下さい。 



別紙１－１ 

中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業計画書 

【省エネ・再エネ設備の導入に係る事業（省エネ診断等に基づく市独自支援分)】 

 

１ 企業概要 

企 業 名 株式会社碧南市産業 

本 社 所 在 地 碧南市松本町２８番地 

碧南市内にある 

事業所の所在地 

※本社が市外にある企業のみご記入ください。 

碧南市 

資 本 金 １，０００万円 従 業 員 数 ３０人 

業種・事業内容 自動車部品製造業 

 

２ 事業内容について 

実 施 場 所 

及 び 施 設 名 

碧南市松本町２８番地 

（施設名： 本社工場） 

事 業 の 概 要 

※概要内容が記載されている資料があれば添付要 

 

着工予定日 完了予定日 

令和５年１０月２０日 令和５年１２月２０日 

事 業 の 効 果 

（省エネ効果） 

 

ＣＯ2 削減量 

       45.7t-CO2/年 

省 エ ネ 診 断 の 

結果又は脱炭素 

化促進計画の策定 

実施機関 一般社団法人省エネルギーセンター 

診 断 日 

又 は 

実 施 日 

令和５年８月１日  

※令和５年４月１日以降のものに限る 

事業実施予定である碧南市内事業所の 

所在地を記載願います。 

 

主に事業内容・必要性・将来展望について記載願います。 

※概要についての説明資料があれば、記載不要です。 

現状からどのような設備を導入したことで、どういった改善効果が 

出る予定か具体的に記載願います。 

省エネ診断結果報告書で 

算出された数値を記載願います。 

 



別紙２－１ 

中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業予算書 

【省エネ・再エネ設備の導入に係る事業（省エネ診断等に基づく市独自支援分)】 

 

企 業 名 株式会社碧南市産業 

補助対象経費の内訳(消費税抜き) 

区分 内    容 金  額 
省エネ診断の 

提 案 内 容 

① コンプレッサーの更新費用 ７０，０００円 提案４ 

① 天井水銀灯のＬＥＤ化 ５０，０００円 提案８ 

  円  

  円  

  円  

ア 合  計 １２０，０００円（100,000 円以上） 

 

補 助 金 額 

ア×１／３ (千円未満を切捨て) 
千円（上限 1,500 千円） 

※様式第１号補助金交付申請書に転記 

 

※区分には下記の番号を記入してください。 

 

≪確認事項≫ 該当する場合は□にチェックを入れてください。 

■ 市から同じ補助対象経費を補助対象とする補助金の交付はありません。（交付見込みも含む。） 

■ 補助金対象事業により取得した設備等は耐用年数を経過するまで処分出来ません。 

■ 補助金対象事業により取得した設備等について、碧南市職員が現地確認を行うことがあります。 

■ ＣＯ２排出量低減効果については市ＨＰ等で公開される場合があります。 

■ 碧南市暴力団排除条例に規定する暴力団ではありません。また、暴力団員が役員でなく、暴力団員

とも密接な関係がありません。 

①購入費 省エネ・再エネ設備本体その他省エネ・再エネ設備の導入に必要な附属機器の購入に要する経費 

②運搬費 省エネ・再エネ設備の運搬に要する経費 

③据付工事費 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 

④設計費 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 

記入しないで下さい。 

チェックお願いします。 


